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１ 主要事業の考え方 

今般のコロナ禍は、市民生活と地域経済に大きな影響を及ぼしており、切れ目のない

支援と地域経済の回復に向けての取組、コロナ禍により顕在化・加速化した課題への対

応が重要となっています。 

本市のまちづくりの総合指標である「市民参画指数」は前年度と比べ概ね横ばいであ

り、引き続き「地域活動意欲」が低い数値となっていることに加え、市民意識調査の結

果においても、新型コロナウイルス感染症による外出抑制等が、人と人とのつながりを

重視し進めてきた本市のまちづくりに影響を与えていることが見えており、誰一人とし

て取り残さない包摂的な社会の実現に向けた取組の重要性が増しています。 

もうひとつの総合指標である「ファミリー世帯の転出超過数」については、2年連続で

目標から遠ざかる結果となりました。一方で、「本市のイメージが良くなった」と感じる

人の割合は引き続き 5 割を超える高い水準を維持しており、本市のまちの課題解決と魅

力増進の取組についても着実に継続していく必要があります。 

また、市財政については先行きの不透明感が高まるなか、社会保障に係る経費のほか、

投資的経費、感染症対策等に要する経費などを総合的に勘案するとともに、施策評価を

通じた既存事業の見直しや、収入率の向上などの歳入確保に向けた取組を着実に進める

必要があります。                  

令和 4 年度は、総合計画及び「あまがさき『未来へつなぐ』プロジェクト」の最終年

度であり、次期計画に向けた橋渡しとなる年度でもあることから、施策評価結果による

ＰＤＣＡサイクルをより一層意識するとともに、「持続可能で弾力性のある行財政基盤の

確立」に向けての財政目標を踏まえた、選択と集中を図る予算編成を行いました。 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（資料）尼崎市総合計画 後期まちづくり基本計画 P.61 
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２ 主要事業 

件数 ：99 件 

事業費：2,134,698 千円（一般財源 321,790 千円） 

新たに必要な事業費：2,302,437 千円（一般財源 489,529 千円） 

※内、投資的経費を除いた事業費：721,650 千円（一般財源 316,425 千円） 

   歳入確保や事業の改善・見直し等により生み出された財源： 

▲167,739 千円 ＜通年ベース ▲195,828 千円＞ 

 

※新たに実施する事業については事業見直し等により生じた構造改善効果額を財源とすることを原則と

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載内容 

 事 業 費  

令和４年度予算額を千円単位で表示し、（ ）内に主要事業部分の事業費を表示しています。 

※ 令和４年度当初予算に事業費を計上しないもの等については、「－」と表示していま

す。 

※ 新たな事業や事業の拡充に伴い、職員（正規職員・会計年度任用職員等）の増員が必

要となるものについては、事業費に人件費は含まれていません。 

※ 事業の改善・見直し等により、歳出が減少又は歳入が増加するものについては、人件

費を含めて増減額を「▲（マイナス）」で表示しており、その際の人件費の積算は、令

和３年度予算ベースの平均単価（正規職員の場合は 1人あたり 7,722 千円）等から積算

しています。 

 職 員 数  

新たな事業や事業の拡充、また、事業の改善・見直し等に伴い、職員（正規職員・会計年度

任用職員等）が増減するものについては、その人数を表示しています。 

 重 点 化  

「令和４年度に向けて特に重点的に取り組む項目」に位置付けた事業について、次のとおり

該当する記号を記載しています。 

Ａ … 「重層的支援の推進」 

Ｂ … 「学力向上及び困難を抱える児童等への支援」 

Ｃ … 「ポストコロナを見据えた経済対策」 

Ｄ … 「脱炭素社会の実現に向けた取組」 

Ｅ … 「まちのブランディングと魅力の発信」 

Ｆ … 「市民の利便性を高めるデジタル化の推進」 
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（このページは白紙です。） 
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主要事業のポイント

＼ポイント3／
まちのブランディングと魅力の発信

よりよい都市機能の創出やまちの魅力を発
信します

＼ポイント6／
市民の利便性を高めるデジタル化
の推進

市民サービスの向上、業務効率化を目指
します

＼ポイント2／
重層的支援の推進

子ども、高齢者、生活困窮者、障害者な
どの分野を超えて支えていく支援の仕組み
づくりを行います

＼ポイント1／
学力向上及び困難を抱える児童等へ
の支援

個々に寄り添った学習指導を行うととも
に、さまざまな事情を抱える児童生徒への
対応を図ります

＼ポイント4／
脱炭素社会の実現に向けた取組

尼崎市気候非常事態行動宣言に則った脱
炭素社会の実現を目指します

うけとめ・つなげる相談支援

まちの課題解決と魅力の増進に取り組みます！！

コロナ禍で改めて顕在化した課題や環境の変化に対応し

医療的ケア児への支援充実

脱炭素化設備の導入支援鉄道駅周辺の特色あるまち
づくり

行政ICT化の更なる推進

P.１０

＼ポイント5／
ポストコロナを見据えた経済対策

経済と環境の共生したまちづくりとキャッ
シュレスの推進や市内での経済循環を目指し
ます

事業者のイノベーション促進

子どもの医療費助成の拡充

P.１０

P.９P.９

P.８ P.９

鉄道駅周辺の特色あるまちづくりの推進
P.８
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主要事業のポイント

中学校図書室への学校司書の配置

学力向上及び困難を抱える児童等への支援
ポイント１

医療的ケア児への支援の充実

令和４年７月から
・通院に係る医療費は、0歳から中学3年生まで
所得に関わらず助成の対象とし、自己負担は
所得と年齢に応じ軽減
・入院に係る医療費は、0歳から高校3年生まで
所得に関わらず自己負担なしに

デジタル化の時代だからこそ、
本へ触れる機会を大切に

・医療的ケア児を市立学校園において支援する体制を整備
・医療的ケア児を公立保育所で受け入れるための検討会を実施
・医療的ケア児を受け入れる法人保育所に対して費用を補助

・中学校の図書室に図書館司書資格又は司書教諭資格
等を有する学校司書を配置
・時宜に応じた図書の選択・収集や一定の開館時間を
確保

子どもの医療費助成の拡充

令和４年度から実施する注目事業
～さらなる都市魅力の向上を目指して～

鉄道駅周辺の特色あるまちづくりの推進

・小田南公園への阪神タイガースファーム施設
の誘致に伴う阪神大物駅周辺整備の実施
・阪神尼崎駅周辺公共施設の管理の効率化と駅
周辺の一体的な賑わいの創出
・阪神出屋敷駅周辺における官民連携による自
治のまちづくりの推進

阪神大物駅周辺整備
イメージ

P.３０

P.８５，８９，９０

P.１６，３９，４０P.２１
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主要事業のポイント

脱炭素化設備等導入促進支援事業

脱炭素社会の実現に向けた取組
ポイント４

市の事務事業における脱炭素への取組

・市内の産業団体や金融機関等と協力して脱炭素に関
するセミナーを開催
・省エネ診断を行い、市内中小企業者の再生可能エネ
ルギー設備や省エネルギー設備等の導入を支援

・公用車に電気自動車を導入、休日は市民向けカー
シェア車両として活用
・PPAモデルを活用した公共施設への太陽光発電設
備、蓄電池の導入
・新築公共建築物におけるZEB Readyの導入や既存
公共建築物における省エネ対策の徹底

太陽光発電設備及び蓄電池の共同購入の
実施

・市民から購入希望者を募り、一括して入札・発注
することで価格低減を促す共同購入事業の導入

まちのブランディングと魅力の発信
ポイント3

定住・転入促進情報発信サイト「尼ノ國」
のリニューアル

・エリアごとのブランディングも含めた暮らしやすい
まちの魅力を発信

良好な住環境を目指すための老朽危険空
家等の除却促進

・総合的な空家対策をより一層推進するため、税
制優遇の見直しとさまざまな支援の両輪で取組
を実施

重層的支援の推進
ポイント２

・児童相談所設置に向けた整備に着手
・ホームヘルパーを派遣し家事負担の軽減や当事
者同士が交流できる居場所を設置

児童相談所の整備着手・ヤングケアラー
への支援

うけとめ・つなげる相談支援（重層的支援）
の推進

・複雑・複合化した支援ニーズに様々な支援機関等
の役割分担等による伴走支援
・課題に気づいていない当事者と信頼関係を構築し、
支援機関につないでいく
・成年後見制度利用促進による権利擁護支援の充実

リニューアル

P.４９～５１ P.４２，４３

P.７２ P.８６

P.７８P.６８

P.７７，７９，８２

市による
啓発・指導等

除却

新築

活用できる空家

活用が難しい空家

減らす増やす
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市民の利便性を高めるデジタル化の推進
ポイント６

歴史的公文書等管理・公開事業

財政健全化を確かなものへ
～プロジェクトの最終年度を踏まえて～

平成25年度から取り組んできた「あまがさき『未
来へつなぐ』プロジェクト」が令和4年度で最終年度
を迎えます。
プロジェクト後半（H30～R4）における構造改善

効果額は20.4億円で目標（15億円）を達成しており、
令和4年度当初予算においては、先行会計繰出金への
財源対策を解消しました。また、令和4年度末の目標
管理対象将来負担（交付税措置を加味後）について
は973億円と目標（1,100億円以下）を達成できる見
込みです。
今後も住民ニーズの変化・多様化が進む中、時代

に対応した施策を実施していくために、引き続き事
業のスクラップ＆ビルドや歳入確保に取り組みなが
ら、安定した財政運営が可能となるよう努めます。

主要事業のポイント

業務効率化への取組

・令和7年度末までに住民記録システムなどを全国
規模の標準システムに移行するための準備作業
・法規文書作成支援システムの導入
・職員採用管理システムの導入

・歴史的公文書のデジタル化や目録のウェブ公開
・利用者の利便性向上や業務効率化を推進

歴史的公文書は
歴史博物館で保存

ポストコロナを見据えた経済対策
ポイント5

・市内中小事業者が、BCP（災害時などの事業継続計画）
の策定又は改定に要する経費の一部を補助

・土産物を更に充実させる取組として
「観光土産認証制度」の創設
・毎年募集し、提案を受けた土産物を
認証

観光土産認証制度中小企業BCP策定支援補助金の支給

製造業生産性向上支援事業

・製造機器設備の自動化や遠隔操作のための機器設備の
導入（IoT化）に係る経費の一部を補助
・作業環境の改善のための空調等の新設・更新に係る経
費の一部を補助 （自動加工機等

の導入支援）
（CAD・CAM・CAE
等の導入支援）

1,492

973

2,005

1,625

1,154

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

H25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4

P.６６

P.６７ P.７３

P.９７ P.９９～１０１

P.１２８ 7

0
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40

20

0

H25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4
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主要事業一覧

(千円)

施策 № 項目名
主要事業に係る

事業費
重点化

コロナ
対応

掲載
ページ

所管局

②生涯学習 1
コミュニティ・スクールの拡大（コミュニティ・スクール（学校運営協議会
制度）推進事業、学社連携推進事業）

1,039 15 教育委員会事務局

2
インクルーシブ教育システムの推進及び医療的ケア児への支援の充実
（インクルーシブ教育システム検討事業、看護師派遣業務委託事業）

3,012 Ｂ 16 教育委員会事務局

3 教育支援体制の充実 － Ｂ 17 教育委員会事務局

4 （仮称）就学前教育ビジョン策定事業 98 18 教育委員会事務局

5 教員研修の拡充（英語教育推進事業） 1,525 教育委員会事務局

6
外国語活動指導補助員の配置及び英語コミュニケーション力調査の見
直し（英語教育推進事業）

▲ 11,021 教育委員会事務局

7
模擬人工衛星製作・研究事業（尼崎双星高等学校特色づくり推進事
業）

502 Ｂ 20 教育委員会事務局

8 中学校図書室への学校司書の配置 － Ｂ 21 教育委員会事務局

9
通信環境整備のための一時金の支給（要保護・準要保護児童生徒就
学援助費等扶助費）

1,164 ○ 22 教育委員会事務局

10 中学校部活動指導補助員派遣事業（課外クラブ関係事業） － 23 教育委員会事務局

11 小学校等学校給食調理業務の見直し － 24 教育委員会事務局

12 教育支援室におけるオンライン機能の充実（教育支援室運営事業） 228 Ｂ ○ 25 教育委員会事務局

13 情報モラル向上支援事業 174 Ｂ 26 教育委員会事務局

14 理数探求事業の見直し【教育振興基金事業】 － 27 教育委員会事務局

15
新たな大学生向け奨学金の創設（大学生奨学金（「あましん」育英資
金）　５人）

1,800 28 総務局

16 教育・障害福祉センター予防保全事業、立花体育館予防保全事業 38,368 29
資産統括局・

教育委員会事務局

17
子どもの医療費助成の拡充（乳幼児等医療費助成事業、こども医療費
助成事業、福祉医療費支給関係事業）

191,320 30 健康福祉局

18 多胎妊婦への健診の充実（妊婦健診事業） 594 31 健康福祉局

19 面会交流支援事業 1,628 32 こども青少年局

20 児童手当現況届に係る提出対象者の見直し ▲ 8,661 33 こども青少年局

21 認可保育所新設費用の補助（保育の量確保事業） 624,853 34 こども青少年局

22 認可保育所増改築費用の補助（保育環境改善事業） 689,541 35 こども青少年局

23
保育施設等における衛生整備（保育環境改善事業、新型コロナウイル
ス感染症対策事業）

175,590 ○ 36 こども青少年局

24 元浜保育所民間移管（第４次 保育環境改善及び民間移管計画） ▲ 62,504 37 こども青少年局

25 潜在保育士就労支援金の支給（保育士確保事業） 3,900 38 こども青少年局

26 医療的ケア児保育準備事業 110 Ｂ 39 こども青少年局

27 医療的ケア児保育支援事業 7,760 Ｂ 40 こども青少年局

28
児童ホーム・こどもクラブ開所時間の延長（児童ホーム運営事業、児童
育成環境整備事業）

6,511 41 こども青少年局

29 児童相談所設置に向けた整備の開始（児童相談所整備事業） 430 Ａ 42 こども青少年局

30 ヤングケアラー支援事業 9,548 Ａ 43 こども青少年局

31 要保護・要支援児童等心理的ケア事業 502 Ａ 44 こども青少年局

32 児童養護施設運営に係る補助金の見直し ▲ 1,000 45 こども青少年局

③学校教育

Ｂ 19

④子ども・
子育て支援

※「重点化」の各項目の説明については、P5参照。
※新型コロナウイルス感染症への対応に該当する項目については、「コロナ対応」に「○」を記入しています。
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(千円)

施策 № 項目名
主要事業に係る

事業費
重点化

コロナ
対応

掲載
ページ

所管局

33 外国籍住民アンケート調査（多文化共生社会推進事業） 4,598 46 総合政策局

34 外国人総合相談窓口の拡充（多文化共生社会推進事業） － 47 総合政策局

35
地域総合センター南武庫之荘の予防保全（地域総合センター整備事
業）

16,222 48 総合政策局

36 重層的支援推進事業 3,390 Ａ 49 健康福祉局

37 ひきこもり等支援事業 11,320 Ａ 50 健康福祉局

38
成年後見等支援センター地域連携ネットワークの強化（権利擁護推進
事業）

9,204 Ａ 51 健康福祉局

39 高齢者生きがい就労事業 14,169 健康福祉局

40 老人福祉工場の見直し（老人福祉工場指定管理者管理運営事業） ▲ 13,239 健康福祉局

41
老人福祉センターワークセンター和楽園の予防保全（老人福祉センター
施設整備事業）

13,899 53 健康福祉局

42 認知症確定診断体制整備事業の廃止 ▲ 10,457 54 健康福祉局

⑧障害者支援 43
情報・コミュニケーション支援に係る施設機能の強化（身体障害者福祉
会館移転事業、身体障害者福祉会館指定管理者管理運営事業）

3,792 55 健康福祉局

44 肺がん検診の受診機会の拡充（がん検診事業） 1,029 健康福祉局

45 胃がん検診の見直し（がん検診事業） ▲ 1,625 健康福祉局

46
多剤服薬者への服薬情報の提供（高齢者の保健事業と介護予防の一
体的実施事業）

3,753 57 健康福祉局

47 地域いきいき健康プランあまがさき策定事業 － 58 健康福祉局

48 費用助成期間の延長（風しん予防接種推進事業） 373 59 健康福祉局

49
休日夜間急病診療所建替えに向けた整備の開始（休日夜間急病診療
所整備事業）

4,562 60 健康福祉局

50 防災センターの予防保全（消防庁舎等整備事業） 29,452 61 消防局

51 北消防署園田分署の建替え（消防庁舎等整備事業） 535 62 消防局

52 消防団員の処遇改善等 － 63 消防局

53 町会灯のLED化更新工事への助成（町会灯助成事業） 6,848 Ｄ ○ 64 都市整備局

54 歩きスマホに対するマナー向上の取組（交通安全推進事業） 138 65 危機管理安全局

55 製造業生産性向上支援事業 104,000 Ｃ ○ 66 経済環境局

56 中小企業BCP策定にかかる補助金の支給（中小企業減災支援事業） 21,631 Ｃ ○ 67 経済環境局

57 脱炭素化設備等導入促進支援事業 27,645 Ｄ ○ 68 経済環境局

58
コーディネーター連携による販路拡大と人材確保の推進（販路拡大・人
材確保事業）

2,000 Ｃ ○ 69 経済環境局

59 SDGs「あま咲きコイン」推進事業 19,042 Ｃ ○ 70 経済環境局

60 尼崎市防災協力農地登録制度の制定（都市農業活性化推進事業） 400 71 経済環境局

61
定住・転入促進情報発信サイト「尼ノ國」のリニューアル（都市イメージ
向上推進事業）

11,660 Ｅ 72
総合政策局・
都市整備局

62 観光土産認証制度(あまがさき観光局補助金) 2,000 Ｃ ○ 73 経済環境局

63 尼崎城魅力向上事業 5,500 ○ 74 経済環境局

64 総合文化センター耐震化事業 － 75 総合政策局

56

⑤人権尊重・
多文化共生

⑥地域福祉

⑪消防・防災

⑫生活安全

⑦高齢者支援

52

※「重点化」の各項目の説明については、P5参照。
※新型コロナウイルス感染症への対応に該当する項目については、「コロナ対応」に「○」を記入しています。

⑩健康支援

⑬地域経済の
活性化・雇用

就労支援

⑭魅力創造・
発信
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(千円)

施策 № 項目名
主要事業に係る

事業費
重点化

コロナ
対応

掲載
ページ

所管局

65 尼崎市生物多様性地域戦略の策定（環境基本計画改定事業） 7,326 Ｄ 76 経済環境局

66 公用車を活用したEVカーシェアの実施（脱炭素社会推進事業） 1,509 Ｄ 77 経済環境局

67
太陽光発電設備及び蓄電池の共同購入の実施（脱炭素社会推進事
業）

197 Ｄ 78 経済環境局

68
PPAモデルを活用した公共施設への再エネ導入の促進（脱炭素社会推
進事業）

－ Ｄ 79 経済環境局

69 新家庭ごみべんりちょう等の作成（ごみ減量・リサイクル推進事業） 22,176 Ｄ 80 経済環境局

70
飲食店・小売店向け食品ロス削減の推進（ごみ減量・リサイクル推進事
業）

160 Ｄ 81 経済環境局

71 公共建築物における脱炭素化の推進 － Ｄ 82 資産統括局

72 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画改定事業 2,101 Ｅ 83 都市整備局

73 密集市街地道路空間整備事業の見直し ▲ 939 84 都市整備局

74 阪神大物駅周辺整備の実施（小田南公園関係事業） 126,531 Ｅ 85 都市整備局

75
良好な住環境を目指すための老朽危険空家等の除却促進（空家対策
推進事業）

14,795 Ｅ 86
都市整備局・
資産統括局

76 住宅耐震改修促進事業の見直し ▲ 329 87 都市整備局

77 緑の基本計画改定事業 － Ｅ 88 都市整備局

78
阪神尼崎駅周辺施設の管理の効率化と社会実験の実施（阪神尼崎駅
周辺の特色あるまちづくり推進事業）

150 Ｅ 89
都市整備局・
経済環境局

79
阪神出屋敷駅周辺での社会実験等の実施（阪神出屋敷駅周辺の特色
あるまちづくり推進事業）

200 Ｅ 90 都市整備局

80 魚つり公園事務所の予防保全（有料公園施設整備事業） 10,399 91 都市整備局

81
建築計画概要書等の自動閲覧・申請システムの導入（建築指導関係事
業）

－ ○ 92 都市整備局

82 公園灯維持管理事業の見直し（公園灯のLED化） ▲ 23,273 93 都市整備局

83 （仮称）武庫川周辺阪急新駅に係る状況調査（交通政策推進事業） 10,542 Ｅ 94 総合政策局

84 校庭貯留施設の整備（総合治水対策事業） 4,500 95 都市整備局

85 波洲橋の架け替え（常光寺難波線道路整備事業） － 96 都市整備局

86 歴史的公文書等管理・公開事業 3,706 Ｆ ○ 97 教育委員会事務局

87 情報システムのクラウド化 － 98 総務局

88 システム標準化の推進（電子計算関係事業） 4,105 Ｆ 99 総務局

89 法規文書作成支援システム導入（法規文書作成支援システム事業） 1,650 Ｆ 100 総務局

90 職員採用管理システム導入（職員採用事業） 743 Ｆ ○ 101 総務局

91 総合計画等推進事業 2,338 102 総合政策局

92 債権回収業務の弁護士委託（債権回収業務委託事業） 1,650 103 総務局

93 企業版ふるさと納税の推進（都市政策推進事業） 1,500 104 総合政策局

94 西宮市との財務会計システム共同化 ▲ 17,445 105 総務局

95 市税収入率の向上 ▲ 12,101 106 資産統括局

96 兵庫県旅券事務所尼崎出張所設置負担金の見直し ▲ 3,993 107 総合政策局

⑮環境保全・
創造

※新型コロナウイルス感染症への対応に該当する項目については、「コロナ対応」に「○」を記入しています。
※「重点化」の各項目の説明については、P5参照。

⑰その他

⑯住環境・
都市機能
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主要事業一覧（県政改革方針（仮称）対応分）

(千円)

施策 № 項目名
主要事業に係る

事業費
重点化

コロナ
対応

掲載
ページ

所管局

⑦高齢者支援 97 老人クラブ関係事業の見直し ▲ 1,152 108 健康福祉局

⑧障害者支援 98
障害者小規模作業所の法内施設への移行支援及び補助金の見直し
（障害者小規模作業所運営費等補助金）

－ 109 健康福祉局

⑬地域経済の活性
化・雇用就労支援 99 商店街活性化施策の推進（商業活性化対策支援事業） 8,800 110 経済環境局

〇新型コロナウイルスに係るワクチンの接種

〇自宅療養者に対する食品等の提供

〇入院医療費・PCR検査費の公費負担

〇疫学調査に係る保健所への看護師派遣

〇介護保険施設等・障害者支援施設の新規入所者に

対するPCR検査の実施

〇介護・障害福祉サービスの従事者に対する協力金の支給

令和４年度も継続して実施する主な事業（当初予算計上分）

※今後も感染状況や国の動向を注視しながら事業を検討し、令和４年度補正予算等の中で示していきます。

〇陽性患者の夜間受入を実施した医療機関への補助

〇一般病床への転院受入を実施した医療機関への補助

〇生活困窮者への自立支援金の支給

〇新たなビジネスにチャレンジする創業者への補助

〇スクール・サポート・スタッフの追加配置の継続実施

〇今後の行政手続オンライン化の拡充に向けた端末導入

など

・感染拡大防止はもとより、市民生活への支援や地域経済の活性化等の新型コロナウイルス感染症への対応については、

主要事業に掲載している事業の他、国の補助金等を活用しながら令和４年度においても引き続き実施していきます。
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№1

.

　子どもや学校の抱える課題の解決や子どもの豊かな成長のため、学校
と地域住民等が力を合わせて学校運営に取り組む「地域とともにある学
校」を目指し、すべての市立小・中学校及び高等学校に拡大する。

   子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題が複雑化・多様化する
なか、市立学校に学校運営協議会を設置し、地域住民等が学校運営に当
事者として参画する「コミュニティ・スクール」の仕組みを導入するこ
とにより、「地域とともにある学校づくり」を推進する。

　モデル校の取組の検証を踏まえ、すべての市立小学校・中学校・高等
学校に順次、学校運営協議会を設置し、地域住民等を学校運営協議会委
員に委嘱するとともに、学校評価制度と学校運営協議会の一本化や地域
学校協働活動との一体的推進を図る。また、学校運営協議会委員の研修
や幅広く制度周知を図るため出前講座を実施する。

指標：
コミュニティ・スクール
の導入校数 (単位： 校 ) R7目標値： 61

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

コミュニティ・スクールの拡大
（コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）推進事業、

学社連携推進事業）
R4事業費 7,329千円（主要事業分 1,039千円）

所属：教育委員会事務局
社会教育課
学校教育課

文部科学省 資料「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動」
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№2

.

　特別支援教育の充実に向け、本市の基本方針に基づき特別支援教育の
推進を図るとともに、医療的ケア児の社会生活を支えることを目的とし
た事業であり、評価指標は設定しない。

　学識経験者、医師、学校関係者、関係機関等により、国や県の動向及
び本市の特別支援教育基本方針を踏まえた特別支援教育のあり方や医療
的ケア実施体制等を検討し、本市の特別支援教育を推進する。

指標：  (単位：  ) R6目標値：  

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

インクルーシブ教育システムの推進及び医療的ケア

児への支援の充実（インクルーシブ教育システム検討事業、

看護師派遣業務委託事業）
R4事業費 53,735千円（主要事業分 3,012千円）

所属：教育委員会事務局
特別支援教育担当

（仮称）尼崎市特別支援教育検討会議

インクルーシブ教育システム推進部会

【協議内容】
・国県等の動向を踏まえた基本方針の検討

・支援体制の整備と充実

・個に応じた適切な就学相談の推進

・関係機関との連携

・通級による指導

・あまよう特別支援学校のセンター的機能

・教職員の専門性の向上 等

医療的ケア検討部会

（学識経験者 ・ 医師 ・ 幼小中高校園長代表 ・ 関係機関職員 等）

医療的ケアの必要な幼児児童

生徒を支援するために学校園に

看護師派遣等を行います。

すべての支援の必要な子ども

たちの自立と社会参加に向け、

関係機関との連携を進め、学校

園全体で一人ひとりの教育的

ニーズに応じた指導支援を行う

とともに、誰もが多様性を理解

し尊重し支えあう共生社会の担

い手となる子どもたちの育成を

目指します。

【協議内容】
・ガイドラインの検討 ・実施体制の整備

・関係者の役割 ・実施手続き

・緊急時対応マニュアル 等
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№3

.

　特別支援教育支援員を配置し、支援を必要とする児童生徒に学習上、
又は生活上必要な支援を行うことで個々の教育的ニーズに応じた支援の
充実とインクルーシブ教育を推進するため教育支援体制の充実を図る。
　※指標については、「あまっ子ステップ・アップ調査」より引用

　現行の「教育支援員」と「そだち指導補助員」を統合し、発達に特性
がある児童生徒や学力が低く、かつ特別な支援を必要とする児童生徒等
への支援を行う「特別支援教育支援員」を新たに設置し、全市立小・中
学校に配置することにより教育支援体制の充実を図る。

指標：
「勉強して、わかったりできたりする
ことが増えるのはうれしい」という質
問に対する肯定的な回答の割合

(単位： ％ ) R6目標値：
小：90
中：88

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

教育支援体制の充実
R4事業費 －千円（主要事業分 －千円） 所属：教育委員会事務局

特別支援教育担当

＜教育支援員＞
小学校 ４１校中 ３４校 配置

中学校 １７校中 １２校 配置

※２３名を複数校配置

＜特別支援教育支援員＞

「教育支援員」と「そだち指導補助員」を統合し、新たに「特別支援教育支

援員」として全小中学校(５８校)に配置し、個々の教育的ニーズに応じた支援

及びインクルーシブ教育を推進するため教育支援体制の充実を図る。

【対象】

通常学級に在籍する特別の支援を必要とする児童生徒

【職務内容】

・基本的生活習慣確立のための日常生活上の支援

・学習支援

・学習活動・教室間移動等における支援

・健康・安全確保

・周囲の児童・生徒の障害理解促進 等

令和３年度

＜そだち指導補助員＞
小学校 ４１校中 １６校 配置

中学校 １７校中 ９校 配置

※２5名を単数校配置

令和４年度

※職の統合による配置拡充に伴う人件費の増額：4,996千円
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№4

.

　これからの就学前教育のビジョンを確立していくための事業であり、
評価指標は設定しない。

　就学前教育の充実を図るとともに官民幼保が連携した効果・効率的な
取組を推進していくため、令和３年度に設置した「尼崎市立幼稚園のあ
り方検討会」からの報告書の内容も踏まえ、現行の「尼崎市立幼稚園教
育振興プログラム」に代わるこれからの就学前教育の方向性を示す。

指標：  (単位：  ) R6目標値：  

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

（仮称）就学前教育ビジョン策定事業
R4事業費 98千円（主要事業分 98千円）

［非常勤事務補助員1人増員］
所属：教育委員会事務局

幼稚園・高校企画推進担当

（仮称）就学前教育ビジョンの策定

市立幼稚園の再

編（認定こども園

化、統廃合等）地域の

子育て支援
就学前教育の

研究実践

特別支援教

育の充実

－主な検討事項案－

こども達の未来のために

今後の就学前教育（官民幼保の連携等）

のビジョンを確立する

「尼崎市立幼稚園のあり方検討会」
平成２４年８月に策定した「尼崎市立幼稚園教育振興プログラム」の成果と課題等を

踏まえながら、将来に向けた市立幼稚園に求められる機能と役割や、今後、市立幼稚

園が担うべき役割を果たす上で必要な教育充実策のほか、効果・効率的な運営体制

等について検討

⇒ 令和３年度中に報告書が完成予定

幼保小の

連携推進
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　指導体制の充実を図るとともに、指導の工夫を行うことにより、児童
生徒の異文化に対する関心を高め、積極的にコミュニケーションを図ろ
うとする資質・能力を育成する。
　※指標については、「あまっ子ステップ・アップ調査」より引用

　ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な地域人材の協力を得る等、指
導体制の充実を図るとともに、４技能５領域をバランスよく高めるため
の指導の工夫を行い、コミュニケーション中心の授業を推進するため、
教員研修を拡充し、将来国際社会で活躍できる英語力を育成する。

　　　　　　　　　　　　英語教育推進事業

　　　継続　〇外国人外国語指導助手（ALT）の派遣
　　　　　　　・授業中における同室複数指導等による外国語教育の
　　　　　　　　実施。小学校、中学校、高等学校に派遣
　　　　　　〇地域人材等を活用した英語指導補助員（JTE）の配置
　　　　　　　・小学校５～６年　１学級につき５時間派遣

　
　　　廃止　●地域人材等を活用した英語指導補助員（JTE）の配置
　　　　　　　・小学校３、４年生には全授業でALTを
　　　　　　　　配置しているため廃止
　　　　　　●英語コミュニケーション力（話す・書く）調査
　　　　　　　（英検IBA）の廃止
　　　　　　　・１人１台タブレット端末導入により代替が可能
　
　　　拡充　◎コミュニケーション重視の授業改善に向けた教員研修
　　　　　　　・３年に１度しか受講できなかった研修が、令和４年度から
　　　　　　　　中学校、高等学校の全教員を対象に、これまでの受講回数
　　　　　　　　に応じた内容で毎年実施

指標：
「英語の授業が楽しい」と答え
た児童生徒の割合 (単位： ％ ) R6目標値：

小：65
中：70

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

教員研修の拡充（英語教育推進事業）
R4事業費 50,000千円（主要事業分 1,525千円）

外国語活動指導補助員の配置及び英語コミュニケー

ショ ン力調査の見直し（英語教育推進事業）

R4事業費 －千円（主要事業分 ▲11,021千円）
所属：教育委員会事務局

学校教育課

「４技能５領域」とは

4技能とは「聞く」「読む」「話す」「書く」ことを、また、この「話す」をさらに

「話すこと（やりとり）」「話すこと（発表）」の２つに分けることを、4技能5領

域と言い、新学習指導要領では、これらの言語活動を通じ、コミュニケー

ションを図る基礎となる資質・能力を育成することとしています。
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　模擬人工衛星（缶サット）の製作・研究に参加した生徒に対して、教
科横断的な思考力、論理的思考力、創造的思考力、課題発見能力等の変
化を調べるために事後アンケートを行う。

　模擬人工衛星（缶サット）の製作・研究過程における、科学、技術、
工学等の分野での主体的で創造的な学びを通して、現代社会で必要とさ
れる問題解決のためのクリエイティブな発想やチームワーク等を体験的
に育成する。

　尼崎双星高等学校の課外活動の1つとして、電気情報科、ものづくり
機械科の生徒をはじめとする、模擬人工衛星（缶サット）の製作に関心
のある生徒を集め、模擬人工衛星（缶サット）の製作・研究を行う。
【事業内容】

指標：
生徒の自己評価（５段階
評価）に係る平均値 (単位： 点 ) R6目標値： 4.0

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

模擬人工衛星製作・研究事業
（尼崎双星高等学校特色づくり推進事業）

R4事業費 8,360千円（主要事業分 502千円）
所属：教育委員会事務局

幼稚園・高校企画推進担当

大阪府立
大学から
開発支援

県内の高
校と共同
で研究

ミッショ
ンを策定
し缶サッ
トを製作

缶サット
甲子園等
の大会に

参加

市内中学
生に出前
授業等を

実施

STEAM教育とは？

科学・技術・工学・芸

術・数学等を含めた教

科横断的な学びを推進

し、課題の発見・解決

や社会的な価値の創造

のための資質・能力を

育成すること。

教科横断的な学びで問題解決能力を育成

尼崎市のSTEAM教育を推進する

R3.11月30日に

連携協定を締結
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　読書環境の充実を図ることにより、生徒の読書への興味を高め、読書
習慣の育成を図る。

　生徒の読書に対する興味を向上させ、読書習慣の育成を図るため、令
和４年度から市立中学校全校に学校司書を配置する。

　中学校の図書室に図書館司書資格又は司書教諭資格を有する学校司書
を週4日程度（主に2校兼務、1校あたり年間75日間）配置し、適切な
図書の選択・収集や一定の開館時間を確保することで、生徒の学習活動
を支えていく。

指標：
中学生一人あたりの年間
貸出冊数 (単位： 冊 ) R6目標値： 5

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

魅力的な
図書室に

全中学校に学校司書（事務補助員）を配置

 学校図書室の環境整備

 開館業務、蔵書管理

 レファレンス・図書指導

 ボランティアとの連携

生徒の読書に対する興味を向上させ、

読書習慣の育成 を図る

「学校司書」とは

学校図書室の運営を担う専門職員。学校図書館法ではすべての

学校に「置くよう努めなければならない」と規定されており（第6条）、

尼崎市においては、小学校では平成27年度より全校に配置している。

などの業務を 学校司書 が担う

中学校図書室への学校司書の配置
R4事業費 －千円（主要事業分 －千円）

[非常勤事務補助員9人増員] 所属：教育委員会事務局
学校教育課
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　環境未整備の準要保護世帯に対してオンライン学習通信費を支援する
ことで、学習環境の整備を進める。

　経済的理由により、就学困難な小・中学校に通う児童生徒の保護者に
対して、学用品費等の一部を支給することによって、義務教育の円滑な
実施に資する。
　令和４年度よりオンライン学習通信費を対象世帯に支給する。

　
　就学援助の認定（準要保護）を受けた児童生徒がいる世帯で、新たに
通信環境を確保するための契約を行った保護者（世帯）を対象とする。
オンライン学習通信費を支援することで、学習環境の整備を進めてい
く。

【令和４年度の拡充内容】

指標：
経済的理由によりオンライン環
境が整備できていない世帯割合 (単位： ％ ) R6目標値： 0

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

通信環境整備のための一時金の支給
（要保護・準要保護児童生徒就学援助費等扶助費）

R4事業費 212,038千円（主要事業分 1,164千円） 所属：教育委員会事務局
学事課

支給費目にオンライン学習通信費を追加する。

１世帯あたり：１２，０００円（支給上限額）

≪対象世帯≫
⇒オンライン学習に要する通信環境の確保を新たに行った世帯

家庭でオンラインを活用した自

主学習が可能に

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業

-22-



№10

.

　本市における部活動の地域移行へ向けたモデル事業として、指導補助
員を派遣し、部活動の指導補助を行うことで、指導体制の充実及び教員
の負担軽減を図る。

　本市における部活動の地域移行へ向けたモデル事業として、市立中学
校の部活動に対して指導補助員を派遣することにより、指導体制の充実
及び教員の負担軽減を図る。

指標：
「指導体制の充実及び教員の負担軽減につな
がった」というアンケート調査に対する肯定
的な回答の割合

(単位： ％ ) R4目標値： 100

部活動の地域移行へ向けたモデル事業として、市立中学校の部活

動に対して指導補助員を派遣
（サンシビック尼崎の改修による閉館期間にスポーツ振興事業団を活用）

指導体制の充実・教員の負担軽減

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

中学校部活動指導補助員派遣事業
（課外クラブ関係事業）

R4事業費 －千円（主要事業分 －千円）
所属：教育委員会事務局

スポーツ推進課

部活動の指導補助

対象校：市立中学校 全17校

指導補助員

2学期からの配置を目指し、令和4年度の配置効果を検証
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　令和5年度からの委託校数の拡大に向け、令和4年度はプロポーザル
方式による業者選定を実施する。委託に伴う効果額については令和5年
度に改めて計上する。

　調理師の退職動向を踏まえ、給食調理業務の効率的な運営及び食育の
推進を図るため、民間事業者への委託を行う。令和4年度は新規委託に
向けた準備作業を行い、令和５年度から現行の35校に加え、新たに1
校（あまよう特別支援学校）を民間事業者に委託する。

●給食調理業務の内容
　※給食調理業務については、文部科学省が定める

「学校給食衛生管理基準」等に基づいて実施します。

　

 千円 （うちR4効果額：  千円）

小学校等学校給食調理業務の見直し
R4事業費 －千円（主要事業分 －千円） 所属：教育委員会事務局

学校給食課

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額評価指標・効果額

調理業務の委託化開始

順次拡大

 食材料の検収

 
市が作成した献立表及び調理指示書に基づいて、調理を行う（食物
アレルギー対応給食を含む）

 調理器具、食器等の洗浄、消毒及び保管を行う

 給食室、附帯設備及び機器類等の清掃及び日常点検を実施する

など
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　教育支援室のオンライン環境を整備することにより、教育支援室への
継続的な通級を促し、不登校児童生徒への支援率の向上を図る。

　学校以外の学びの場の保障と親を含めた支援者との連携を行うため
に、不登校児童生徒が通う「教育支援室」の運営に係る設備（オンライ
ン機能）の拡充を行う。

　
　教育支援室「ほっとすてっぷEAST」「ほっとすてっぷWEST」の
オンライン環境の整備を拡充（「ほっとすてっぷオンライン」機能を強
化）することにより、通級支援とともにICTを活用した支援の充実を図
る。

指標：
教育支援室等による支援
率 (単位： ％ ) R6目標値： 23

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

教育支援室におけるオンライン機能の充実
（教育支援室運営事業）

R4事業費 20,653千円（主要事業分 228千円）
所属：教育委員会事務局

こども教育支援課

ほっとすてっぷ

・支援室に通って

オンライン学習

学校と！

・授業に参加

・別室と連携

自宅と！

・教育相談

・学習支援

拡充

-25-



№13

.

　SNSをはじめとする情報モラルに関して専門的知識を有する支援員
を派遣することにより、児童生徒がSNSなどのより良い使用方法につ
いて学び、情報モラルの向上や情報を有効活用する力の向上を目指す。

　ネットいじめの防止に向け、SNSをはじめとする情報モラルの向上
を図るとともに、児童生徒による主体的なスマホルール作りの導入を進
める。
　令和４年度からは、市立小・中学校等に加え、市立高等学校において
も専門的知識を有する支援員による出前授業及び校種の枠を越えたスマ
ホサミットの開催を行う。

指標： スマホルールの作成率 (単位： ％ ) R6目標値： 85

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

情報モラル向上支援事業
R4事業費 528千円（主要事業分 174千円） 所属：教育委員会事務局

いじめ防止生徒指導担当

兵庫県立大学

支援員派遣

市立小・中学校

特別支援学校

支援員派遣

市立高等学校

専門的知識を有する

支援員による出前授業

インターネット安全教室

専門的知識を有する

支援員による出前授業

現
行

拡
充

対 象：市立小・中・高・特別支援学校（各学校の実状に合わせて学年を設定する。）

実施時期：５月～翌年２月末

時 間：１時間

目 的：①SNSをはじめとする情報モラルに関する出前授業

②児童生徒による主体的なスマホルール作りの導入

市立小・中学校

特別支援学校
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【見直し前】2,125千円（委託料2,069千円、使用料等　56千円）
【見直し後】０千円
【効果額】　▲2,125千円
（※基金事業であるため、一般財源ベースの効果額は0千円）

　観察・実験等を通して、体験的・問題解決的な学習を行うため、令和
元年度より中学生（定員34人）を対象に実施してきた理数探求事業に
ついて、定員割れが続くことから見直しを行い、今後より多くの生徒に
対して理数科目への動機付けにつながるような新たな方策を検討する。
【教育振興基金事業】

▲ 2,125 千円 （うちR4効果額： ▲ 2,125 千円）

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

理数探求事業の見直し
R4事業費 －千円（主要事業分 －千円） 所属：教育委員会事務局

学校教育課

≪理数探求事業≫（令和元年度～令和3年度）

◆事業見直し

より多くの生徒に対して理数科目への

動機付けにつながる新たな方策を検討

理数科目に興味・関心を持ち、さらなる探求心の育成

今後
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　奨学生が学業に専念できる環境を整え、大学において優秀な成績を修
めることを支援する。その結果、奨学生が将来、ものづくりにおける新
技術の開発や技術の伝承に資することを目指す。

　「あましん」育英資金から生じる収入等を財源として、主に理工系学
部に在籍する大学生に対して、返済義務のない年額36万円の奨学金
を、卒業までの最短年限の間支給する。
　奨学生総数５人（うち４年度奨学生決定予定者数５人）

　尼崎信用金庫及び一般財団法人尼信地域振興財団から寄せられた寄付
をもとに、ものづくりのまち「あまがさき」における新技術の開発及び
技術の伝承に願いを込め、主に理工系学部に在籍する大学生に対し、返
済義務のない奨学金を給付する。
　奨学生の選考にあたっては、毎年、新入生を対象に公募し、筆記試験
及び面接試験により合格者を決定する。

指標：
奨学生の学業成績におけ
るＡ（優）以上の割合 (単位： ％ ) R6目標値： 50

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

新たな大学生向け奨学金の創設
（大学生奨学金（「あましん」育英資金） ５人）

R4事業費 1,800千円（主要事業分 1,800千円）
所属：総務局
企画管理課

尼崎信用金庫・

尼信地域振興財団
寄付 基金に積立

給

付

※主に理工系学部

の学生が対象

神崎製紙

育英資金

澤水

育英資金
「あましん」

育英資金

Ｎew!!

+

大学生 大学院生

主に理工系学

部に在籍する

大学生

奨学金はいずれも返済不要です

支給

対象者

本市の奨学金制度（既存事業）
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　施設の安全性・機能性を確保するため、予防保全へ転換して良好な状
態での維持・管理を目指すものであり、評価指標は設定しない。

　尼崎市公共施設マネジメント基本方針（方針2：予防保全）に基づ
き、予防保全による施設の長寿命化に向け、教育・障害福祉センターと
立花体育館の改修を行う。

　教育・障害福祉センターと立花体育館の複合施設において、将来にわ
たる機能維持とさらなる省エネルギー化に向けた改修工事を行う。

指標：  (単位：  ) R6目標値：  

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

教育・障害福祉センター予防保全事業

立花体育館予防保全事業
R4事業費 38,368千円（主要事業分 38,368千円）

所属：資産統括局
庁舎管理課

教育委員会事務局
スポーツ推進課

【工事スケジュール】
令和4年度 ： 実施設計

令和5～6年度 ： 改修工事、工事監理業務

施設名称：尼崎市教育・障害福祉センター、立花体育館
所在地：尼崎市三反田町１丁目１－1
構造：鉄筋コンクリート造、地下１階地上５階建
延べ床面積：8,226.26㎡
竣工年：昭和60年

【主な改修工事の内容】

予防保全 ：屋根、外壁、各種設備

省エネ対策：照明・空調、省エネ機器導入

その他 ：駐輪スペース拡大、授乳室設置、バスケットゴール増設等
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昭

　

.

　助成対象家庭に対する経済的な寄与を詳細に分析し、その結果を受給
者の保健の向上と福祉の増進につなげていく。

　市内に居住する子どもを対象に、国保又は社保による医療費のうち自
己負担分を助成しているが、子育て世帯への更なる支援の充実のため、
令和4年7月から制度を拡充する。

【拡充概要】
①　通院にかかる医療費については、0歳から中学3年生まで所得に関
　わらず、助成の対象とし、自己負担について、所得と年齢の区分
　に応じて軽減する。
②　入院にかかる医療費について、0歳から高校3年生（18歳到達後
　最初の3月末日）までは所得に関わらず、自己負担なしとする。

　　　　　　令和5年度以降の拡充分の事業費は、通年ベースで272,730千円を予定

指標：
1件当たりの医療費助成
額 (単位： 円 ) R6目標値： 乳幼児等医療：1,871

こども医療：871

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

子どもの医療費助成の拡充
（乳幼児等医療費助成事業、こども医療費助成事業、福祉医療費支給関係事業）

R4事業費 1,200,146千円（主要事業分 191,320千円） 所属：健康福祉局
福祉医療課

事業概要

就学後
就学前

1歳

0歳

・・・現行の県制度へ上乗せして市独自で実施している制度 ・・・令和4年度から新たに市独自で実施する制度

医療
保険

小学
3年

現行 　　拡充後

通院 入院 通院 入院

対象外

自己負担
なし

対象外 対象外

自己負担
なし

自己負担
なし

1医療機関
等あたり
1日400円

月2回まで
自己負担

1医療機関
等あたり
1日800円

月2回まで
自己負担

対象外 対象外

1医療機関等あたり
1日800円

（低所得者は600円）

月2回まで自己負担

自己負担
2割

小学
4年

小学
6年

中学
1年

中学
3年

高校
1年

高校
3年

※１　低所得者　保護者その他子どもを扶養している者すべてが非課税者であって、年金収入とその他所得の合計が80万円以下の者をいう。

低所得者
※１

所得割額
23万5千円

未満

所得割額
23万5千円

以上

所得割額
23万5千円

未満

所得割額
23万5千円

以上

所得割額
23万5千円

未満

所得割額
23万5千円

以上

低所得者
※１

所得割額
23万5千円

未満

所得割額
23万5千円

以上
所得制限

こ
ど
も
医
療

乳
幼
児
医
療

① ②

3
割

2
割

自己負担
なし

自己負担
なし

自己負担
なし

自己負担
なし

自己負担
なし

自己負担
なし

自己負担
なし

自己負担
なし

自己負担
1割

月額上限
3,200円

連続3か月を
超える場合は
4か月目以降
自己負担なし

1医療機関等
あたり

1日800円
月2回まで
自己負担

1医療機関等
あたり

1日800円
月2回まで
自己負担
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　本指標は、本市の「いきいき健康プランあまがさき」の子育ての評価
項目の一つとなっている。
　多胎妊娠の場合は、妊娠の喜びと共に、妊娠経過や経済的な不安等も
大きい。本事業により妊婦健診受診券を追加交付することで、母子とも
に健康に安心して出産いただけることにつながるため、本事業の評価指
標とする。

指標：
妊娠、出産に満足してい
る人の割合 (単位： % ) R6目標値： 75

　妊婦に妊婦健診の確実な受診を促し、その内容に応じた適切なフォロ
－をすることで、妊婦の健康を維持・増進させるとともに異常妊娠・異
常分娩を予防する。
　多胎妊娠の場合は、超音波検査を含む健診が望ましいことから、追加
交付の内容を、超音波検査を含むものに変更する。

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

多胎妊婦への健診の充実
（妊婦健診事業）

R4事業費 309,762千円（主要事業分 594千円）
所属：健康福祉局

健康増進課

多胎妊婦の場合は28週以降週1回の受診となり、40週の満期産
での出産を想定すると合計受診回数が20回となる（単胎で14回）。
現在基本的な診察・尿検査について追加助成しているが、多胎妊娠
では超音波検査を含む健診が望ましいことから、より妊娠中の健康
管理を充実させ、安心した出産ができるよう支援するため、助成内
容を拡充し、追加交付の内容を妊婦基本健診A券6回分に変更する。

●健診スケジュール
妊娠届出 24～35週 36週以降 40週 合計健診回数

2週間に1回
6回

1週間に1回
4回

分娩 最大14回

～15週まで 16週～27週まで
4週間に1回

2回
2週間に1回

6回
最大20回

単胎

多胎
11週以内

4週間に1回
4回

～23週まで

1週間に1回
12回

28週以降

●助成内容

8回

前期健診
基本S健診
後期健診

診察・尿検査・
超音波検査・
血液検査等

各1回 各1回

健診内容 R3年度

基本B健診 診察・尿検査
8回＋

6回追加

R4年度

基本A健診
診察・尿検査
超音波検査

3回
3回＋

6回追加
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　離婚等により父母が離れて暮らすことになった世帯に対して、面会交
流の円滑な実施を支援することにより、子どもの健やかな成長につなげ
る。

　離婚等により父母が離れて暮らすことになった世帯において、別居親
と子どもが面会交流を実施することが困難な場合に、面会交流を円滑に
実施するための支援を行う。

 
 

　

指標： 利用家族数 (単位：家族 ) R6目標値： 20

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

面会交流支援事業
R4事業費 1,628千円（主要事業分 1,628千円）

［非常勤事務補助員1人増員］
所属：こども青少年局

こども福祉課

支援対象者

（父・母・子ども）

市（こども福祉課） 委託事業者

①利用相談

・事業概要の説明

②事前申込（面談必要）

・事前申込書の提出（父母別）

・面会の頻度など条件の

確認等を行う。

③引継ぎ連絡

④事前面接

・状況の聞き取り等

（父母別）

・中学生までの子どもがいる

・同居親とその子どもが市内に在住している

・面会交流の取り決めを行っており、

本事業の支援を受けることについて父母が合意している など

対象家族

※費用は、父母の双方または一方が児童扶養手当受給者と同様の所得水準であれば無料

（超える場合は有料（事前面接1万円、申込手続1万円、面会交流1回1万円））

⑤申込・面会交流の

日程調整

⑥面会交流支援

月１回まで

最大１年間の支援
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【見直し前】17,745千円
【見直し後】  5,206千円（R4のみ9,084千円）
【効果額】 ▲12,539千円（労働者派遣業務、現況届の作成・発送等の減）

　児童手当法施行規則の改正により、所得の状況、住所、児童の養育状
況等が公簿（住民基本台帳・課税台帳等）で確認できる場合は、児童手
当の現況届の提出を省略することができることになるため、令和4年度
から提出対象者を見直す。

▲ 12,539 千円 （うちR4効果額： ▲ 8,661 千円）

児童手当現況届に係る提出対象者の見直し
R4事業費 －千円（主要事業分 ▲8,661千円） 所属：こども青少年局

こども福祉課

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額評価指標・効果額
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　保育の供給量が不足している地域に、認可保育所設置運営者の公募・
選定を行い、整備費の一部を補助することにより認可保育所を増やすこ
とで、2・3号認定子どもの受け皿を増やし待機児童を解消する。

R7目標値： 0

　国が示す「新子育て安心プラン」に基づき、令和6年度末での待機児
童の解消を目指して必要な保育の量を確保していく。

指標： 待機児童数 (単位： 人 )

【令和４年度公募分】
　認可保育所の新設　３箇所（２７０人定員増）
　
　＜新設保育所のイメージ＞

【（参考）令和４年4月開設予定分】
　認可保育所　２箇所　（170人定員増）
　小規模保育事業所　３箇所　（57人定員増）

認可保育所新設費用の補助
（保育の量確保事業）

R4事業費 624,853千円（主要事業分 624,853千円）
所属：こども青少年局

保育企画課

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

＜令和４年度実施事業＞

認可保育所の新設 （２７０人）

認可保育所の定員増 （４０人）

待機児童の解消へ
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.

　国が示す「新子育て安心プラン」に基づき、令和6年度末での待機児
童の解消を目指して必要な保育の量を確保していく。

　老朽化した法人保育園の保育環境の改善を図るため、施設の建替えや
大規模改修を行う法人保育園に対して、その費用の一部を補助する。令
和４年度は定員増を伴う建替え（４箇所分）を行うことにより、保育環
境の改善と待機児童の解消を図る。

【令和４年度募集分】
　認可保育所の増改築　4箇所（40人定員増）

　※令和3年度は実績なし

指標： 待機児童数 (単位： 人 ) R7目標値： 0

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

認可保育所増改築費用の補助
（保育環境改善事業）

R4事業費 955,183千円（主要事業分 689,541千円）
所属：こども青少年局

保育管理課

＜令和４年度実施事業＞

認可保育所の新設（２７０人）

認可保育所の定員増（４０人）

待機児童の解消へ
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　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための施設整備であり、
評価指標は設定しない。

　法人保育施設等に対して、新型コロナウイルス感染症対策のための改
修や必要な設備の整備等に要する経費の一部を補助するとともに、公立
保育所・公設の児童ホームにおいても、同様に必要な設備の整備等を行
う。

・保育施設等を運営する法人が、感染症対策のために次の①や②の改修
　や必要な設備の整備等を行う場合に要する費用の一部を補助する。

　①衛生環境の改善を目的としたトイレ及び給食調理場の床の乾式化の
　　改修工事
　②手洗いの徹底のための手洗い場の増設や非接触型蛇口の設置等

・公立保育所・公設の児童ホームにおいて、感染症対策のための整備を
　実施する。

指標：  (単位：  ) R6目標値：  

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

保育施設等における衛生整備
（保育環境改善事業、新型コロナウイルス感染症対策事業）

R4事業費 1,241,083千円（主要事業分 175,590千円）

所属：こども青少年局
保育管理課

こども入所支援担当
保育運営課

児童課

法人保育施設等（法人保育園・認定こども園・小規模保育事業所）

公立保育所 ・ 公設児童ホーム

対象施設

対象施設

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業
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【第４次　保育環境改善及び民間移管計画における移管対象保育所】

　H３１＝塚口北、R２＝富松、R３＝神崎、R４＝元浜、R５＝七松、R６＝南武庫之荘

　公立保育所の運営に係る経費の減等
　（内訳）歳出減　▲23,635千円、歳入増　38,869千円

　多様化する保育ニーズへの適切な対応や老朽化した保育施設の環境改
善、待機児童の解消等を適切に進め、より効率的な保育所運営を行うた
め民間移管を推進し、令和４年度は元浜保育所の民間移管を実施する。

▲62,504 千円 （うちR4効果額： ▲62,504 千円）

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額評価指標・効果額

元浜保育所民間移管
（第４次 保育環境改善及び民間移管計画）

R4事業費 －千円（主要事業分 ▲62,504千円）

[正規職員9人、非常勤行政事務員6人減員]

所属：こども青少年局
保育管理課

保護者説明会等を複数回開催し、民間移管の仕組み等について説明

令和元年4月～７月 保護者への説明

学識経験者、市民団体の代表者、保護者の代表者で構成する選定委員会を設置

令和元年９月 移管法人選定委員会の設置

移管法人が新園舎の設計等を開始。令和２年11月の仮園舎へ移転後、市が旧園

舎を除却し、令和3年度、移管法人が新園舎を建設

令和2年7月 移管先法人の決定

新園舎での保育を開始。0歳児保育や原則1時間以上の延長保育、一時預かり等

の実施

令和４年4月 民間移管の実施

令和3年10月から、引継ぎ書に基づく「引継ぎ」を実施

令和4年2月～3月、法人の保育士と一緒に保育を行う「共同保育」を実施

所長＝6か月、保育士2名＝4か月、移管後の保育所の見守り等を実施

令和４年4月～9月 移管後のフォローの実施

令和2年10月、保護者の代表者、法人、市で構成する「三者協議会」を設置

（原則、令和6年度まで実施）公

立

保

育

所

の

保

育

を

安

定

し

て

継

承

す

る

た

め

の

取

組

※移管後5年間は、保育士経験10年以上の保育士を配置する際には補助金交付を実施
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　国が示す「新子育て安心プラン」に基づき、令和6年度末での待機児
童の解消を目指して必要な保育の量を確保していく。

　保育士の市内保育施設等への就労を支援し、保育の質の維持・向上と
量の確保を図るため、現行の潜在保育士就労支援金について、支給対象
を拡大し、短時間勤務として就職する潜在保育士にも同様に支給する。

　保育施設等を運営する法人が、対象保育士に対して１年目に就労支援
金として５万円を支給する場合、市がその全額を助成する事業として、
令和２年度から実施しているもの。
　令和４年度から対象保育士の要件を拡大し、短時間勤務として就職す
る潜在保育士にも同様に支給する。

指標： 待機児童数 (単位： 人 ) R7目標値： 0

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

潜在保育士就労支援金の支給
（保育士確保事業）

R4事業費 14,427千円（主要事業分 3,900千円）
所属：こども青少年局

保育管理課

例えば・・・

例①：１日あたり5時間働いて、1月あたり12日出勤

例②：１日あたり4時間働いて、1月あたり15日出勤

でも支給対象に！

現行

・採用の日から3か月以上経過

していること。

・1人につき1回限りとする。

・雇用契約上、労働時間が1日6

時間以上、かつ月20日以上

（常勤・非常勤を問わない。）

令和4年度から

・採用の日から3か月以上経過

していること。

・1人につき1回限りとする。

・雇用契約上、労働時間が月60時間

以上

（常勤・非常勤を問わない。）

対象を拡大
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　医療的ケア児の社会生活を支えることを目的とした事業であり、評価
指標は設定しない。

　市内保育施設等での医療的ケア児の受け入れと個々の医療的ケア児の
心身の状況に応じた適切な支援を行うため、ガイドラインを策定し、医
療的ケア児の支援に係る実施体制の整備を図る。

　

　
　
　

指標：  (単位：  ) R6目標値：  

ガイドラインを策定するため、学識経験者や関係機関職員による検討会を設置

する。

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

・保育施設等で実施する医療的ケアの内容

・医療的ケアの実施体制

・緊急時の対応

・保育施設等で医療的ケアを利用するための手続

・児童の受け入れ及び支援体制の確保

・主治医など医療機関との連携

・障害福祉関係所属などとの連携

・日常の保育実施に当たっての留意点

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠

である児童（例えば、次のような医療的ケアが必要な児童）
・喀痰吸引（口腔、鼻腔内吸引、気管切開部からの吸引）

・経管栄養（鼻口腔から胃への管を通じての栄養補給）

・導尿（看護師の介助等による導尿）

医療的ケア児とは

ガイドラインで定める内容

入所予定児に対しての協議

検討会で取り組む内容

策定したガイドラインに基づき、令和５年度から公立保育所で受け入れ開始

医療的ケア児保育準備事業
R4事業費 110千円（主要事業分 110千円） 所属：こども青少年局

保育運営課
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　医療的ケア児の社会生活を支えることを目的とした事業であり、評価
指標は設定しない。

　医療的ケア児を受け入れ、看護師等を配置し医療的ケアに従事させる
等の取組を行う法人保育施設等に対して、その費用を補助する。

　医療的ケア児を受け入れ、次の①～③の取組を行う法人保育施設等に
対して、その費用を補助する。

　①看護師等の配置：医療機関との連携のもと、対象児童の医療的ケア
　　に従事する保育士・看護師等を配置し、医療的ケアを実施する。
　　・１施設あたり（上限）5,290千円

　②研修の受講支援：①の実施にあたり、保育士等が医療的ケアを行う
　　ために必要な知識、技能を習得するための研修を受講する。
　　・１施設あたり（上限）　300千円

　③補助者の配置：①の実施にあたり、保育士又は派遣された看護師等
　　を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等を加配する。
　　・１施設あたり（上限）2,170千円

指標：  (単位：  ) R6目標値：  

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

医療的ケア児保育支援事業
R4事業費 7,760千円（主要事業分 7,760千円） 所属：こども青少年局

保育管理課
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　開所時間の延長等を行うことにより、児童ホーム・こどもクラブを利
用する児童の保護者の利便性の向上を図る事業であり、評価指標は設定
しない。

　公設児童ホーム及びこどもクラブについて、開所時間の延長を行うほ
か、こどもクラブについて、昼食時間帯を通年で開所する。

指標：  (単位：  ) R6目標値：  

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

児童ホーム・こどもクラブ開所時間の延長
（児童ホーム運営事業、児童育成環境整備事業）

R4事業費 191,287千円（主要事業分 6,511千円）
所属：こども青少年局

児童課

＜児童ホーム＞
〇 土曜日の開所時間

午前９時 ⇒ 午前８時１５分に変更

〇 夏休み・冬休み・春休みの開所時間

午前８時３０分 ⇒ 午前８時１５分に変更

＜こどもクラブ＞
〇 閉所時間

学校の下校時間 ⇒ 午後５時に変更
（午後４時３０分（学校・季節により異なる））

〇 昼食時間帯（午後0時～1時）（土曜日・夏休み・冬休み・春休み等）

閉所（お弁当の飲食不可）⇒ 開所（お弁当の飲食可）

児童ホーム
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.

　子ども一人ひとりに寄り添った予防から自立までの一貫した支援を実
現するために子どもの育ち支援センター「いくしあ」と一体的な支援を
行う児童相談所を設置するにあたり、施設整備を実施する。
　※債務負担行為（令和5年度まで）67,472千円

■整備スケジュール

・随時、近隣にお住まいの皆様と協議しながら整備を進める。
・運営開始に向け、人材確保・育成を進める。

 

　尼崎市としての児童相談所を整備するための設計・工事を行うもので
あるため、目標指標は設定しない。

■整備予定地
　あまがさき・ひと咲きプラザ
　（尼崎市若王寺２丁目）

■施設規模
　約2,600㎡（予定）
　　ひと咲きプラザの各施設を活用するなどして
　　機能的かつコンパクトな児童相談所の整備を
　　検討していく。

■その他
　・当該敷地は第一種中高層住居専用地域に当
　　たるため、建築基準法第48条に基づく手
　　続を行いながら整備を進める。

指標：  (単位：  ) R6目標値：

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

児童相談所設置に向けた整備の開始
（児童相談所整備事業）

R4事業費 430千円（主要事業分 430千円）
所属：こども青少年局

児童相談所設置準備担当
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依頼

　ヤングケアラーに対して家事支援を行い、その負担を軽減することが
事業目的であるため、家事支援の利用時間数を指標とする。

　ヤングケアラー支援のため、支援が必要な家庭にホームヘルパーを派
遣し、子どもの家事負担の軽減を図るとともに、当事者同士が交流でき
る居場所の設置を行う。
　また、ヤングケアラーに関する調査や啓発に係る研修等を実施する。

指標： 訪問支援の利用時間数 (単位：時間 ) R6目標値： 2,000

認
定

申
請 派

遣

報告

事業者へ委託いくしあ

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

ヤングケアラー支援事業
R4事業費 9,548千円（主要事業分 9,548千円）

所属：こども青少年局
こども青少年課

こども相談支援課

ホームヘルパー派遣

居場所づくり（ピアサポート）

支援者団体による

相談・支援

当事者同士の

交流

家事負担の軽減
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　心理療法プログラムを実施した人数を目標値として設定し、必要な子
どもやその保護者に支援を実施することを目指す。

　要保護・要支援児童の中でも特に問題行動の強い子どもや保護者等に
対して、児童専門の心理士による専門的アセスメントや心理教育・心理
治療のための心理療法プログラムを作成し、実施する。

指標：
心理療法プログラム実施
人数 (単位： 人 ) R6目標値： 30

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

要保護・要支援児童等心理的ケア事業
R4事業費 502千円（主要事業分 502千円） 所属：こども青少年局

こども相談支援課

いくしあ・こども相談支援課

要保護児童対策地域協議会

こども相談支援課・統括部門

こども相談支援課

北部保健福祉センター

派遣チーム

こども相談支援課

南部保健福祉センター

派遣チーム

心理療法プログラム事業

・心理士による要保護要支援児童に対する

心理アセスメントの実施

・心理士による要保護要支援児童に対する

心理療法プログラムの作成と実施
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　神戸婦人同情会補助金の減　▲1,000千円
削減分は、他の子ども・子育て支援に活用する。

　市内の児童養護施設「子供の家」を運営している神戸婦人同情会に対
して食事面の処遇改善を理由に交付してきたが、近年は国の支援が充実
したことなどにより施設運営が安定していることから、同補助金は廃止
する。

　
　

　

　
　

▲ 1,000 千円 （うちR4効果額： ▲ 1,000 千円）

児童養護施設運営に係る補助金の見直し
R4事業費 －千円（主要事業分 ▲1,000千円） 所属：こども青少年局

いくしあ推進課

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額評価指標・効果額

◆見直し前の事業概要◆

子供の家設立当初の資金運営状況等を考慮し、昭和50年度より、生活の基本

となる食事面の改善を理由として交付開始。

◆見直しにあたっての協議経緯◆

国の支援が充実し、施設運営が一定安定したことから、施設側と協議した結

果、両者間において一定の目的が達せられたとの共通認識を得る。

◆見直し後◆

こどもに関する施策に有効活用

＜令和４年度新規事業＞

・児童相談所設置に向けた整備の開始

・ヤングケアラー支援事業 等
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.

　外国籍住民のニーズを幅広く把握し、より効果的・効率的な多文化共
生社会の推進に向けた取組を行う。

　お互いの生活や文化を理解・尊重し、外国籍住民が安心して生活や行
動ができるよう、ともに生きる多文化共生社会の推進に向けた取組を進
める。令和４年度は、外国籍住民が抱える課題やニーズを把握するた
め、外国籍住民アンケート調査を実施する。

【外国籍住民アンケート調査の実施】
　対象者：外国籍住民（約７,５００世帯）
　実施時期：令和４年１１月～１２月頃（予定）

指標：
「自分と異なる人も受け入
れたい」と回答した割合 (単位： % ) R4目標値： 90

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

外国籍住民アンケート調査
（多文化共生社会推進事業）

R4事業費 6,208千円（主要事業分 4,598千円）
所属：総合政策局

ダイバーシティ推進課

市内の外国人世帯に

二次元コードを送付

（約７,５００世帯）

スマートフォン等で

アンケートに回答

アンケートを集計し、

課題とニーズを把握

⇒多文化共生社会の推進

アンケートは多言語で用意

●やさしい日本語

●英語

●中国語

●ベトナム語

●朝鮮・韓国語
Cám ơn

고맙습니다
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　外国人総合相談窓口の周知を図り、外国人総合相談窓口における相談
回数の増加を目指す。

　お互いの生活や文化を理解・尊重し、外国籍住民が安心して生活や行
動ができるよう、ともに生きる多文化共生社会の推進に向けた取組を進
める。令和４年度は、外国人総合相談窓口における多言語相談員を常駐
化し、相談窓口の機能向上を図る。

【外国人総合相談窓口の機能】
１　各言語（英語・中国語・ベトナム語）の多言語相談員を常駐化

２　本庁舎外への同行通訳

３　行政書類の多言語翻訳

指標：
外国人総合相談窓口にお
ける相談回数 (単位： 回 ) R6目標値： 500

事業概要

事業イメージ

外国人総合相談窓口の拡充
（多文化共生社会推進事業）

R4事業費 6,208千円（主要事業分 －千円）

[非常勤行政事務員3人増員]

所属：総合政策局
ダイバーシティ推進課

評価指標・効果額

相談員が各言語ごとに翻訳

・英語

・中国語

・ベトナム語

令和４年度
月 火 水 木 金 月～金

英語 〇 〇 〇

中国語 〇 〇 〇 〇

ベトナム語 〇 〇 〇 〇

※開設時間：平日10時～12時、13時～16時
（開設時間については、令和3年度から変更なし）

令和３年度

・国民健康保険 ・南北保健福祉センター
・税金 ・子どもの育ち支援センター
・保育所入所　等 ・保健所　　　　　　　　等

本庁舎内のみ
同
行
先

令和４年度
本庁舎外も可

令和３年度
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　施設の安全性・機能性を確保するため、予防保全へ転換して、良好な
状態での維持・管理を目指すものであり、評価指標は設定しない。

　尼崎市公共施設マネジメント基本方針（方針2：予防保全）に基づ
き、予防保全による施設の長寿命化に向け、地域総合センター南武庫之
荘の改修を行う。

　地域住民をはじめとする市民相互の交流の促進及び人権啓発意識の普
及高揚に資する活動の拠点である地域総合センター南武庫之荘におい
て、将来にわたる機能維持とさらなる省エネルギー化に向けた改修工事
を行う。

　施設名称：地域総合センター南武庫之荘
　所在地：尼崎市南武庫之荘11丁目6番15号
　構造：鉄筋コンクリート造　地上2階建て
　延べ床面積：1,952.42㎡
　竣工年：昭和57年

 【工事スケジュール】
　令和4年度：実施設計
　令和5年度：改修工事、工事監理業務

 【主な改修工事の内容】
　予防保全：屋根、外壁、各種設備
　省エネ対策：照明LED化
　バリアフリー化：トイレの全数洋式化、オストメイト対応

指標：  (単位：  ) R6目標値：  

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

地域総合センター南武庫之荘の予防保全
（地域総合センター整備事業）

R4事業費 76,029千円（主要事業分 16,222千円）
所属：総合政策局

地域総合センター担当
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　複雑・複合化した課題を抱えたケースの支援を検討するための会議の
充実を図る。

　既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑・複合化した
支援ニーズに対応するために、支援会議等を通じて様々な支援機関や地
域の支援関係者との役割分担等による伴走支援に取り組むとともに、ひ
きこもり等の対象者へのアウトリーチや、社会とのつながりを作るため
の参加支援を一体的に取り組む。

指標：
支援会議におけるケース
検討数 (単位： 件 ) R6目標値： 60

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

重層的支援推進事業
R4事業費 3,390千円（主要事業分 3,390千円）

［正規職員3人、非常勤事務補助員1人増員］

所属：健康福祉局
企画管理課

福祉課

No.37

No.38
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　ひきこもり等は潜在化しやすく、課題を抱えた当事者や家族の早期発
見・早期支援が必要となることから、アウトリーチ支援の充実を図り、
その件数増を目指す。

　ひきこもり等で支援に拒否的であったり、課題に気づいていない当事
者に対し、信頼関係を構築するため、継続的な訪問支援、いわゆるアウ
トリーチ手法を取り入れた支援を行い、必要な支援機関につなぐ。ま
た、当事者が集える居場所・家族交流会を運営し、当事者が参加可能な
社会資源の開拓や受け入れ調整に取り組む。

指標： アウトリーチ支援件数 (単位： 件 ) R6目標値： 60

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

ひきこもり等支援事業
R4事業費 11,320千円（主要事業分 11,320千円）

所属：健康福祉局
北部福祉相談支援課
南部福祉相談支援課
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　成年後見に係る専門的な知見を背景に相談から対応、その後の支援ま
で一体的に行うとともに市民後見人の養成等を行うことで、高齢者・障
害者の権利擁護を図る。

　令和4年度は権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける中核機関
として成年後見等支援センターの体制を強化し、次の取組を推進する。
・成年後見制度利用までの期間短縮を図る。
・支援者の負担軽減等の運用改善に向けて協議、検討を行う。
・成年後見制度の周知・啓発による理解促進を図る。

　市長申立案件を対象に受任調整を実施することにより、成年後見人が
裁判所から選任されるまでの期間短縮を図り、対象者を速やかに成年後
見制度の利用につなげる。

指標：
市長申立案件における
受任調整の実施割合 (単位： % ) R6目標値： 70

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

成年後見等支援センター地域連携ネットワークの強化
（権利擁護推進事業）

R4事業費 35,346千円（主要事業分 9,204千円）

所属：健康福祉局
北部福祉相談支援課
南部福祉相談支援課

地域包括支援センター

成年後見等支援センター運営委員会
（関係機関の連携強化などセンター運営を助言）

社会福祉協議会

民生児童委員

協議会連合会

障 害 福 祉

サービス事業所

弁護士会、司法書士会、

社会福祉士会

ケアマネジャー、

相談支援専門員

金融機関医療機関

福祉サービス

事 業 者

対象者 後見人等

チーム

※ 身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者と後見人がチームとなって、日常的に対象者の状況等を継続的に把握する。

医 師 会

民生児童委員、

ボランティア
家族、親族

中核機関
各相談機関や専門職とのコーディネート役を担うほか、

専門職等によるバックアップや助言・指導を行う。

居宅介護支援事業所

行 政

成年後見等支援センター

拡充
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　社会参加の一つのツールとして、高齢者の生きがい就労を推進し、介
護予防・フレイル対策につなげていく。

　介護予防・フレイル対策の取組として、生きがい就労を提供できる民
間企業と就労的活動を行いたい高齢者とのマッチング等を実施し、個人
の特性や希望に合った生きがい就労をコーディネートする。（令和４年
度～令和６年度 モデル事業）

指標：
生きがい就労を実施する
高齢者の人数 (単位： 人 ) R6目標値： 135

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

高齢者生きがい就労事業
R4事業費 14,169千円（主要事業分 14,169千円）

老人福祉工場の見直し（老人福祉工場指定管理者管理運営事業）

R4事業費 －千円（主要事業分 ▲13,239千円） 所属：健康福祉局
高齢介護課

～地域に出向く就労的活動支援コーディネーターの配置～
就労的活動支援コーディネーターが高齢者ふれあいサロンやいきいき百歳体操など地域の高齢

者の集い等に出向き、社会参加・生きがいづくり、もとより介護予防・フレイル対策に資する
生きがい就労を地域等で実施できるようコーディネートを行う。

生きがい就労を地域に広げる

狭いスペースでも出来る
生きがい就労

黙々とできる生きがい就労

～多様な生きがい就労を用意する就労的活動支援コーディネーターの配置～
地域での生きがい就労を広げていくために、老人福祉工場で生きがい就労を体験し、やりが

いやノウハウを得て地域で実践してもらう。

生きがい就労を地域で実践できる仕組みづくり

民間企業から仕事の委託

マッチング
ふれあいサロンなど

体験

やりがい

ノウハウ

地域で生

きがい就

労の実践

老人福祉工場

～地域の支え合い活動・ボラン
ティアへの参加・立ち上げ～

支え合い活動などの有償ボラ

ンティアへの参加や立ち上げに

つなげる。

～高齢者同士が運営する企業の
立ち上げに係る相談支援～

高齢者が企業などの立ち上げ

を行う際の相談支援を実施し、

関係機関へのつなぎ支援を行う。

今後、展開が期待できる取組

～認知症になっても就労できる体制
づくり～

認知症（若年性含む）の方でも出

来る就労をコーディネートする。

（認知症カフェでの実施など）

就労的活動支援コーディネーター

就労的活動支援コーディネーター
老人福祉工場の機能転換
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　施設の安全性・機能性を確保するため、予防保全へ転換して、良好な
状態での維持・管理を目指すものであり、評価指標は設定しない。

　尼崎市公共施設マネジメント基本方針（方針2：予防保全）に基づ
き、予防保全による施設の長寿命化に向け、ワークセンター和楽園の改
修を行う。

　高齢者からの各種の相談に応じ、健康の増進、教養の向上及びレクリ
エーション等を実施しているワークセンター和楽園において、将来にわ
たる機能維持とさらなる省エネルギー化に向けた改修工事を行う。

指標：  (単位：  ) R6目標値：  

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

老人福祉センターワークセンター和楽園の予防保全
（老人福祉センター施設整備事業）

R4事業費 14,381千円（主要事業分 13,899千円） 所属：健康福祉局
高齢介護課

【工事スケジュール】

令和4年度 ： 実施設計
令和5年度 ： 改修工事、工事監理業務

【主な改修工事の内容】
予防保全：屋根、外壁、外部建具、防災、換気設備
省エネ対策：照明・空調 省エネ機器導入(照明LED化含む)
バリアフリー化：トイレ全数洋式化

施設名称：尼崎市老人福祉センターワークセンター和楽園
所在地：尼崎市東大物町１－１－３
構造：鉄骨造、地上4階建
延べ床面積：717.64㎡
竣工年：昭和６１年
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　平成26年度より、市内の認知症疑いの方専用の早期診断を行うた
め、関西労災病院において認知症確定診断の体制整備を行ってきたが、
現在では、市内において同病院以外に認知症確定診断が行える医療機関
が複数ある状況を踏まえ廃止する。

【見直し前】　10,457千円（委託料）
【見直し後】　　　   －千円
【効果額】　▲10,457千円

〇認知症鑑別診断の体制が整備されている医療機関が、令和3年度現在、関西労

災病院を含め市内で5病院あることから、同病院への委託を廃止する。

　なお、同病院の診断体制はこれまでどおり維持。

▲10,457 千円 （うちR4効果額： ▲10,457 千円）

認知症確定診断体制整備事業の廃止
R4事業費 －千円（主要事業分 ▲10,457千円） 所属：健康福祉局

保健企画課

事業概要

本人・家族

○「尼崎市認知症対応

連携パス」による鑑別

診断等の依頼

報
告

令和３年度まで

令和４年度から

かかりつけ医

〇「記憶・認知症機能検査

の結果（家族説明用）」を

本人または家族及び照会元

かかりつけ医に報告

令和3年度現在

認知症診断対応医療機関（認知症鑑別外来）

市内5医療機関で実施

関西労災病院、尼崎市総合医療センター、

尼崎中央病院、合志病院、西武庫病院

〇平成26年度よ

り、それまで本

市になかった鑑

別診断体制を本

事業により関西

労災病院に整備

相談・受診

依
頼

〇平成30年10月から認知症疾患医療センターとなり、市内かかりつけ医や地

域包括支援センター等の関係機関と連携し、鑑別診断のみならず、専門医療相

談等を実施し、本市の認知症医療の中心的な役割を担っている。

評価指標・効果額

事業イメージ
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　当該会館の移転後、併設する身体障害者福祉センターを含め、障害の
ある人にとって情報取得（災害時を含む。）や講座への参加がしやすい
両施設の運営等に取り組み、両施設を情報支援にも配慮した「障害のあ
る人の活動拠点」としていく。

　尼崎市公共施設マネジメント基本方針（方針１：再編）に基づき、老
朽化した身体障害者福祉会館を教育・障害福祉センターに移転するた
め、必要な整備等を進める。
　令和４年度は、当該会館の移転にあわせて情報支援に係る機器の設置
等を行うことで、障害特性に配慮した情報・コミュニケーション支援に
係る施設機能の強化を図る。

指標： 身体障害者福祉会館（身体障害者
福祉センター含む）の利用者数 (単位： 人 ) R6目標値： 38,103

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

情報・コミュニケーション支援に係る施設機能の強化
(身体障害者福祉会館移転事業、身体障害者福祉会館指定管理者管理運営事業）

R4事業費 12,113千円（主要事業分 3,792千円） 所属：健康福祉局
障害福祉政策担当
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1,500

　がん検診の受診者数・受診率を向上させ、がんを早期に発見すること
により、がんによる死亡者数の減少につなげるため、受診者数の増加を
指標とし向上に向けて実施していく。

　がんの早期発見、早期治療につなげるためにがん検診を実施する。
   肺がん検診バスでの検診を拡充するほか、胃がん検診の受診機会を拡
充するとともに、自己負担額の引き下げを行うなど、がん検診の受診率
の向上を図る。

【肺がん検診】
〇対象者：40歳以上の市民（1年度（4/1～3/31）に1回）
〇自己負担額：300円（非課税世帯・生活保護世帯は無料）
〇巡回検診バスによる単独での実施機会を拡充する。

【胃がん検診(胃部エックス線検査)】
〇対象者：40歳以上の市民（1年度（4/1～3/31）に1回）
〇保健所で実施する胃がん検診を廃止し、検診機関の自己負担額を下げ
ることで、受診しやすい機会の拡充を図り、他のがん検診とのセット受
診や土日等での受診が可能となる。

　●自己負担額の比較

指標： がん検診の受診者数 (単位： 人 ) R6目標値：

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

肺がん検診の受診機会の拡充（がん検診事業）
R4事業費 150,998千円（主要事業分 1,029千円）

胃がん検診の見直し（がん検診事業）

R4事業費 －千円（主要事業分 ▲1,625千円）

[非常勤行政事務員1人減員]
所属：健康福祉局

健康増進課

保健所・検診機関

R３年度

保健所・検診機関・巡回検診バス

R４年度

令和3年度以前 令和4年度以降

保健所 800円 廃止

検診機関 1,400円 800円

医療機関 2,700円 2,700円

拡充

見直し
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（※）薬物有害事象：薬剤との因果関係の有無を問わず、薬剤の使用後に発現する有害な症状または兆候）

.

　薬物有害事象は薬剤数にほぼ比例して増加するとの報告があることか
ら、減薬されることにより、薬物有害事象の減少につながると考えられ
る。

　健康寿命の延伸、結果としての医療、介護給付費の適正化に向け、高
齢者の保健事業と介護予防の一体的実施をすすめる中で、転倒、骨折予
防をはじめとした高齢者の健康の保持増進のため、ポリファーマシー
（多剤服用に関連して薬物有害事象(※)等のリスクが増加している状
態）に係る啓発を強化する。

指標：
通知対象者のうち、減薬
がなされた人の割合 (単位： ％ ) R6目標値： 30

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

多剤服薬者への服薬情報の提供
（高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業）

R4事業費 28,553千円（主要事業分 3,753千円）
所属：健康福祉局

ヘルスアップ戦略担当

医師（医療機関）

市役所

薬剤師（薬局）

① ポリファーマシー

が疑われる方へお知

らせを送付

② お知らせを医師または薬剤師へ持参

後期高齢者

③ 対象者の服薬状況を

確認の上、医師と情報連

携、減薬の提案等を行う

④ 対象者からの相談、

薬剤師からの相談、提案

を受け、必要に応じ服薬

内容を見直す

ポリファーマシーについての啓発お

よび服薬内容がわかるお知らせ

ポリファーマシー啓発（服薬情報提供）の流れ
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　次期総合計画と整合を図りつつ、市民の健康寿命の延伸に向けた取組
を推進することで、平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増を目指す。

 ① アンケート調査を実施

 
 ② アンケート結果を集計・分析し、調査報告書を作成

　
　令和4年度に作成した調査報告書を基に、現計画同様、健康増進計
画・母子保健計画・自殺対策計画・地域保健医療及び健康危機管理等の
取組を包含し、新たに「食育推進計画」を包含するなど、国の計画等を
踏まえながら、プランの策定を行う。（運用は令和6年4月～）

　健康づくりに関する市民アンケート調査を実施し、現計画の評価測定
及び次期計画策定に向けた分析等を行うとともに、新たに「食育推進計
画」を包含するなど、国の計画等を踏まえながらプランの改定を行う。

指標：
平均寿命の増加分を上回る
健康寿命の増 (単位： 歳 ) R6目標値：  

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

地域いきいき健康プランあまがさき策定事業
R4事業費 3,726千円（主要事業分 －千円） 所属：健康福祉局

健康増進課

令和4年度 尼崎市健康づくりアンケート調査

令和5年度 次期計画の策定

アンケート調査の内容

 対象 市民 7,900人

・成人（無作為抽出） 3,000人

・幼児の保護者（健診対象者・保育所幼稚園の保護者）1,900人

・小中高生 3,000人

 調査期間 令和4年10月～12月

 アンケート調査内容

・現計画の評価を行うための評価指標の測定

・健康づくりに関する市民の意識や行動などに関する項目
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   妊婦への風しんの感染を防ぎ、生まれてくる赤ちゃんが先天性風しん
症候群にかかることを予防することで、安心して妊娠、出産、子育てが
できる環境をつくることができる。

   妊娠20週頃まで（特に妊娠初期）の妊婦が風しんウイルスに感染す
ると、先天性風しん症候群を発症する可能性があるため、抗体検査に
よって風しんの抗体が十分でないことが判明した「妊娠を希望する女性
やその同居家族等」に対する予防接種費用の一部助成を令和６年度まで
延長する。

（事業の実施イメージを、図、イラスト、写真などを使いながらわかり
やすく説明（拡充の場合はそれがわかるように））

指標：
先天性風しん症候群の
発生者数

(単位： 人 ) R6目標値： 0

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

費用助成期間の延長
（風しん予防接種推進事業）

R4事業費 373千円（主要事業分 373千円）
所属：健康福祉局
感染症対策担当

抗体検査（血液検査）を受けましょう
実施場所：保健所(無料・要予約)及び医療機関(有料・要確認)

抗体検査の結果、風しんの抗体が十分でないことが判明した、

以下の①～③のいずれかに該当する方（尼崎市民に限る）

①妊娠を希望する女性
（将来の妊娠を含む）

②風しんの抗体が十分でない妊娠を

希望する女性（将来の妊娠を含む）の
同居者

③風しんの抗体が

十分でない妊婦の同居者

風しん予防接種(任意)を受けましょう（費用助成あり）
・助成の対象者：尼崎市内在住者に限ります

・助成額及び回数：一人1回限り 2,500円

・接種場所：医療機関

・対象期間：令和4年4月1日～令和7年3月31日

費用助成の方法は償還払いです

 医療機関で一旦、接種費用を全額支払い、領収書を保管する。

 申請に必要な書類を「保健所感染症対策担当」に郵送する。

（「保健所感染症対策担当」及び「南･北保健福祉センター地域保健課」の

窓口でも直接受け付けます。）
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　市内における休日夜間の1次救急医療を担う唯一の公的医療機関であ
る休日夜間急病診療所については、築後47年が経過し、老朽化や狭隘
化のほか、感染対策が十分でないなどの課題を抱えていたことから、新
たに公の施設として整備する。（令和7年度移転予定）
　※債務負担行為（令和5年度まで）34,614千円

　現在の休日夜間急病診療所の施設の課題を整備により改善するもので
あるため、評価指標は設定しない。

指標：  (単位：  ) R6目標値：  

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

休日夜間急病診療所建替えに向けた整備の開始
（休日夜間急病診療所整備事業）

R4事業費 4,562千円（主要事業分 4,562千円）
所属：健康福祉局

保健企画課

待合室が

狭いなぁ…
老
朽
化
が

不
安
…

感染症対策は

大丈夫？

充分な

待合スペースの

確保

充分な感染症

対策の実施

充分な

駐車スペースの

確保
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　施設の安全性・機能性を確保するため、予防保全へ転換して、良好な
状態での維持・管理を目指すものであり、評価指標は設定しない。

　尼崎市公共施設マネジメント基本方針（方針2：予防保全）に基づ
き、予防保全による施設の長寿命化に向け、防災センターの改修を行
う。

　防災に関する知識や技術の普及向上とともに、災害発生時の消防活動
の拠点である防災センターにおいて、将来にわたる機能維持とさらなる
省エネルギー化に向けた改修工事を行う。

指標：  (単位：  ) R6目標値：  

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

防災センターの予防保全
（消防庁舎等整備事業）

R4事業費 363,939千円（主要事業分 29,452千円）
所属：消防局
財務担当

施設名称：尼崎市防災センター（中消防署）
所在地：尼崎市昭和通2丁目6－75
構造：鉄骨鉄筋コンクリート造、地上5階建
延べ床面積：4,753㎡
竣工年：昭和61年

【工事スケジュール】
令和4年度 ： 実施設計
令和5・6年度 ： 改修工事、工事監理業務

【主な改修工事の内容】
予防保全：屋根、外壁、外部建具、受変電・防災・換気設備
省エネ対策：照明・空調、省エネ機器導入（照明LED化含む）
バリアフリー化：トイレ洋式化（一部）
コロナ対策：仮眠室個室化
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　公共施設の最適化に向けた取組と合わせた建替えを目指すものであ
り、評価指標は設定しない。

　尼崎市公共施設マネジメント基本方針（方針１：再編）に基づき、公
共施設の最適化に向けた取組と合わせた建替工事を実施する。
　※債務負担行為（令和5年度まで）52,541千円

　

指標：  (単位：  ) R6目標値：  

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

北消防署園田分署の建替え
（消防庁舎等整備事業）

R4事業費 363,939千円（主要事業分 535千円）
所属：消防局
財務担当

【現園田分署】
所在地：東園田町4丁目127-1

敷地面積：約650㎡

建築延面積：約340㎡

【新園田分署】
所在地：東園田町4丁目12-4

園田東生涯学習プラザ跡地

敷地面積：約1,000㎡

建築延面積：約700㎡

【工事スケジュール】
令和4・5年度：実施設計
令和6・7年度：建替工事、工事監理業務

【主な追加設備】
非常用発電設備（72時間対応）
女性消防吏員用のトイレや仮眠室
仮眠室個室化（コロナ対策）
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　大規模災害から一人でも多く市民の生命・財産を守るためには、市域
に配置されている58の分団で活動する消防団員を継続的に確保し、持
続可能な消防団組織を維持することが必要であり、年2％の増加を目標
とする。

　地域防災力の中核である消防団の充実強化を図り、震災や風水害等の
大規模災害に対応するための消防力を確保するため、消防団員の処遇改
善等を図る。

指標： 消防団員の充足率 (単位： ％ ) R6目標値： 87

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

消防団員の処遇改善等
R4事業費 －千円（主要事業分 －千円） 所属：消防局

企画管理課

令和3年4月の消防庁長官通知を踏まえ、消防団員の処遇改善等を行う。

①消防団員の年額報酬を引き上げる（報酬は個人へ直接支給する）。

②現行の費用弁償旅費（2,000円/回）を見直し、出動報酬を創設する。

階級 【R3】 【R4】 引上げ額

団長 135,000円 150,000円 15,000円

副団長 78,000円 87,000円 9,000円

分団長 58,000円 64,000円 6,000円

副分団長 49,000円 54,000円 5,000円

部長 41,000円 46,000円 5,000円

班長 34,000円 38,000円 4,000円

機関員 25,000円 37,000円 12,000円

連絡員 24,000円 36,500円 12,500円

団員 23,000円 36,000円 13,000円

③消防団本部に企画・広報分野を担当する分団を設置し、消防団活動の

魅力を発信していくほか、消防団員応援事業所のさらなる拡充を図る。

3時間超 3時間以下
現場待機 等
途中引揚 等

8,000円/日 8,000円/回 4,000円/回 1,000円/回 1,000円/回

訓練・警戒
指導・広報

火災等災害活動従事

大規模災害対応

※処遇改善に伴う①②の報酬の増額：10,540千円
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　公益性が高く公道を補完しているような場所に設置されている町会灯
のうちLED以外の補助対象町会灯数　1,140灯（推定）
 　5年で上記の町会灯を全灯LED化する。（年間250灯）

　私道等に設置され町会が管理している照明灯のうち、公益性が高く公
道を補完しているような場所に設置されているものについて、脱炭素社
会の実現に向け、灯具のLED化費用の一部について市が負担すること
で、くらしの安全性を持続的に維持する活動に取り組む。

　市内に設置されている町会が管理する街灯について、灯具交換に係る
費用の一部（上限2万円まで）を市が助成し街灯のLED化を推進する。

１　申請方法
　申請については以下の２通りで行う。
（１）書類申請
（２）電子申請
　電子申請については、現在公開している地図情報あまがさきの一部機
能を拡張し申請及び補助対象となる街灯の位置情報を公開する。また、
補助の申請をスマートフォン等で簡単に行えるシステムを構築する。

2　補助対象となる灯具
　補助対象となる街灯は、LED灯具で電気申請容量が10VAまでのも
のとする。

指標：
公道を補完する町会灯の
LED化率 (単位： ％ ) R8目標値： 100

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

町会灯のLED化更新工事への助成
（町会灯助成事業）

R4事業費 6,848千円（主要事業分 6,848千円）
所属：都市整備局
道路維持担当

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業
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　各種対策を講じ、事故につながるおそれのある「歩きスマホ」を減少
させ、マナー改善や事故防止を図る。

　交通安全を推進するため、幼児・児童や高齢者向けの交通安全教室等
を開催するとともに、自転車関連事故マップを活用した交通安全指導等
の各種施策を実施し、交通ルールの習得や交通マナーの向上を図る。
　令和4年度からは、マナー改善や事故防止の観点から「歩きスマホ」
に関する防止策を実施する。

事故につながるおそれのある「歩きスマホ」に関する防止策として、
スマートフォン等携帯電話利用者のマナー向上のため、学識経験者と連
携し、人の行動心理に訴えかける「仕掛学（*1）」や「ナッジ
（*2）」などを活用した対策を実施する。

令和4年度は、乗降客数の多い市内鉄道駅をモデル駅に選定し、学識
経験者等と合同で「歩きスマホ」に関する実態調査や対策の企画立案を
行う。
　また、鉄道事業者や警察とも連携し、合同キャンペーンを実施する。

指標：
市内鉄道主要駅周辺で歩き
スマホを行っている人数 (単位： 人 ) R6目標値：

事業概要

事業イメージ

歩きスマホに対するマナー向上の取組
（交通安全推進事業）

R4事業費 2,832千円（主要事業分 138千円）
所属：危機管理安全局

生活安全課

安心して暮らせるまちの実現

取組の実施

つい歩きスマホ

をやめたくなる

仕組みなど

評価指標・効果額

※R6目標値については、R4に実態調査を行い決定する。

（*1）造語で「（意識的に）ついしたくなる仕組みを作ること」

（*2）人々がより望ましい行動を自発的に選択するよう誘導する手法

（※）
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　製造機器・設備のIoT化や自動化、作業環境・製造環境の改善を行う
ことで、生産性の向上を図ろうとする市内製造事業所数の増加を目指
す。

　製造機器・設備の自動化や作業環境の改善を行うことで、市内で製造
業を営む中小企業（個人事業主を含む）の生産性の向上を図る。

●製造事業所の生産性向上を図るため、製造工程に係るシステム、
　空調設備・機器の導入・更新に係る費用を補助する。
   ・対象者
　　市内で製造事業所を操業する製造事業者
　・補助対象経費
　　① 製造設備機器のIoT化（CAD・CAM・CAE等）、自動化に係る経費
　　② 作業環境の改善のため導入する高機能・高能力の空調・換気設備
　　　等に係る経費
　・補助率：対象経費の２/３（上限２００万円/事業所）

指標： 制度利用件数 (単位： 件 ) R４目標値： 50

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

製造業生産性向上支援事業
R4事業費 104,000千円（主要事業分 104,000千円） 所属：経済環境局

地域産業課

・受注から加工までのリードタイムの短縮

・設計変更に迅速な対応が可能

・データ蓄積による改善個所の見える化

・生産計画の管理

・熟練者の技術技能をデータ化することで

技能伝承が図れる

・・・etc.

現状の作業工程・環境

CAD・CAM・CAE等

の導入

空調・

換気設備等の導入

生産性向上

期待する成果

・作業員の健康、安全の確保

・室温管理による精密加工精度の向上

・・・etc.

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業
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　積極的な周知等により制度利用を促すことで、災害への意識を高める
市内事業所数の増加を目指す。

　中小企業の経営資源を守るため、感染症や地震・台風等の災害による
事業中断を防ぎ、被害を最小限とする減災対策に係る取組の啓発支援等
を展開することで、企業の減災意識向上及び事業継続の体制強化を促進
する。
※BCPとは、災害時などの事業継続計画

指標： 制度利用件数 (単位： 件 ) R4目標値： 20

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

中小企業BCP策定にかかる補助金の支給
（中小企業減災支援事業）

R4事業費 24,429千円（主要事業分 21,631千円）
所属：経済環境局

地域産業課

中小企業減災支援事業スキーム

第1ステージ

・ セミナー （実績：令和元年度減災キックオフセミナー、令和3年度減災対策啓発セミナー）

減災意識の啓発及び向上の機会とする。

・ 調査 （事例：市内工業団地、大学との産学官連携事業の実施）

産学官の連携による、減災対策モデルケースの確立

第2ステージ

・ 企業減災診断
専門家による助言等を通じて経営課題の一つとして自発的な取組を促す。

▼減災アドバイザー派遣事業

事業者の減災に係る課題等について、専門家を派遣し解決を図る。

最大3回（1回あたり上限2時間）まで事業者負担なしで派遣可能。

第3ステージ

・BCP策定支援
事業者のBCP策定や改定を積極的に支援し、災害に耐えうる企業づくりを目指す。

▼中小企業BCP策定支援補助金

BCPの策定又は改定に要する経費の一部を補助する。

補助対象経費（一例）：コンサルティング料、専門家謝金等 補助率2/3 補助額最大100万円

啓 発 既存：中小企業減災対応支援事業

実 践 拡充：中小企業BCP策定支援補助金

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業
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　制度を利用する事業者が増えることにより、CO2排出量が削減さ
れ、2050年までのCO2排出量を実質ゼロにする脱炭素社会の実現を
目指す。

　脱炭素社会の実現に向け、市内中小企業者の太陽光発電設備と蓄電池
を組み合わせた再生可能エネルギー設備の導入や、高機能・高効率な空
調設備等の省エネルギー設備の導入を支援することで、CO2排出量の
削減とともにBCP対策の強化や職場改善なども併せて支援する。

指標： 制度利用件数 (単位：件/年 ) R6目標値： 45

事業概要

事業イメージ

評価指標・効果額

脱炭素化設備等導入促進支援事業
R4事業費 27,645千円（主要事業分 27,645千円）

所属：経済環境局
経済活性課
環境創造課

●再生可能エネルギー設備

【補助対象者】市内中小企業者、太陽光発電設備及び蓄電池の設置事業者

【補助額】・太陽光発電設備：定額2.5万円/ｋW ・蓄電池：定額5万円/ｋW
【補助上限額】2,000千円

●省エネルギー設備

【補助対象者】市内中小企業者 【補助率】2/3
【補助上限額】1,000千円 【補助対象経費】空調設備、照明設備等

尼崎市中小企業の脱炭素経営に向けた支援

※新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金活用事業
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